
3
月
2
2
日
（
火
）

新
「
長
門
市
」
誕
生
！

い
よ
い
よ
3
月
刀一
日
（
火
）
に
、
長
門
市
、
三
隅
町
、
日
置
町
及
び
油
谷

町
が
合
併
し
て
、
新
し
い
「
長
門
市
」
が
誕
生
し
ま
す
。

今
月
は
、
2
月
1
6日
（
水
）
に
開
催
さ
れ
た
第
2
0回
（
最
終
回
）
合
併
協

議
会
で
報
告
さ
れ
た
項
目
を
中
心
に
生
活
に
密
接
な
情
報
に
つ
い
て
、
お

知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

長
門
市
長
職
務
執
行
者
の

選
任
に
つ
い
て

1
市
3
町
の
協
議
に
よ
り
定
め

た
「
市
長
職
務
執
行
者
」
が
そ
の

職
務
を
行
い
ま
す
が
、
そ
の
職
務

執
行
者
の
選
任
に
つ
い
て
、
次
の

と
お
り
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

長
門
市
長
職
務
執
行
者
■

江
原
　
清
　
日
置
町
長

任
期
■
長
門
市
の
設
置
の
日
（
平

成
1
7年
3
月
2
2日
）
か
ら
同
市
の

長
が
選
挙
さ
れ
る
（
平
成
1
7年
4

月
2
4日
予
定
）
ま
で
の
間

職
務
執
行
者
の
職
務
■
専
決
処
分

に
よ
る
予
算
の
調
整
・
執
行
。
条

例
・
規
則
等
の
即
時
制
定
・
施
行
や

決
裁
等
の
事
務
。
行
政
委
員
会
委

員
の
選
任
及
び
委
員
会
の
招
集
。

式
典
や
行
事
等
の
主
催
・
出
席
。

そ
の
他
新
市
発
足
の
た
め
の
職
務
。

設
置
選
挙
の
予
定
期
日
に

つ
い
て

1
市
3
町
の
選
挙
管
理
委
員
会

の
協
議
に
よ
り
、
長
門
市
の
設
置

に
よ
る
議
会
議
員
及
び
市
長
の
一

般
選
挙
の
期
日
を
平
成
1
7年
4
月

2
4日
（
日
）
と
す
る
調
整
結
果
が

報
告
さ
れ
ま
し
た
。
（
1
1
ペ
ー
ジ
参

照
）正

式
に
は
新
市
の
選
挙
管
理
委

員
会
に
お
い
て
決
定
さ
れ
ま
す
。

事
務
組
織
及
び
機
構
の
取

扱
い
に
つ
い
て

新
市
の
事
務
組
織
等
に
つ
い
て
、

そ
の
概
要
と
係
別
の
主
な
業
務
名

が
8
ペ
ー
ジ
の
表
の
と
お
り
報
告

さ
れ
ま
し
た
。
（
参
考
図
…
7
・
9

ペ
ー
ジ
参
照
）

公
共
的
団
体
等
の
取
扱
い

に
つ
い
て

1
市
3
町
の
共
通
団
体
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
を
尊
重

し
な
が
ら
、
そ
の
あ
り
方
に
つ
い

て
検
討
さ
れ
て
き
ま
し
た
の
で
、

現
時
点
の
協
議
状
況
を
次
の
選
択

肢
に
よ
り
と
り
ま
と
め
報
告
さ
れ

ま
し
た
。（
数
値
は
団
体
数
を
示
す
。）

①
合
併
時
に
統
合
す
る
。
　
…
1
5

②
合
併
後
速
や
か
に
統
合
す
る
。

…
1
8
③
合
併
後
2
～
3
年
を
目
途
に
統

合
に
向
け
て
検
討
を
進
め
る
。

④
現
在
の
ま
ま
で
統
合
し
な
い
。

…
4
3

⑤
廃
止
す
る
。
　
　
　
　
　

…
9

⑥
現
在
検
討
中
で
あ
る
。
　
…
1
5

な
お
、
統
合
や
名
称
変
更
に
あ

た
っ
て
は
、
各
団
体
の
総
会
等
を

通
じ
て
、
協
議
・
決
定
さ
れ
ま
す
。

市
長
職
務
執
行
者
が
専
決

処
分
等
に
よ
り
定
め
る
条

例
に
つ
い
て

新
市
の
条
例
の
取
扱
い
に
つ
い

て
は
、
第
5
回
の
協
議
会
で
「
新

市
に
お
け
る
事
務
事
業
に
支
障
を

来
た
さ
ぬ
よ
う
整
備
す
る
も
の
と

す
る
。
」
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い

ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
新
市
の
条
例

と
し
て
「
長
門
市
役
所
の
位
置
を

定
め
る
条
例
」
な
ど
市
長
職
務
執

行
者
が
専
決
処
分
（
議
会
に
代
わ
っ

て
制
定
す
る
こ
と
）
に
よ
り
定
め

る
条
例
1
9
8
件
と
、
市
長
職
務

執
行
者
が
告
示
し
、
暫
定
的
に
施

行
す
る
「
油
谷
町
交
通
災
害
共
済

条
例
」
な
ど
の
条
例
7
件
に
つ
い

て
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

即
時
施
行
…
合
併
後
に
空
白
期

間
を
設
け
る
こ
と
が
適
当
て
な

い
（
許
さ
れ
な
い
）
事
務
事
業

に
関
す
る
も
の
で
、
合
併
と
同

時
に
制
定
し
施
行
さ
せ
る
必
要

が
あ
る
も
の
。

暫
定
施
行
・
二

定
の
地
域
に
暫

定
的
に
施
行
さ
せ
る
も
の
で
、

従
来
、
い
ず
れ
か
の
市
町
の

み
で
施
行
さ
れ
て
い
た
条
例
を
、

新
市
の
条
例
と
し
て
引
き
続
き

施
行
さ
せ
る
も
の
。

逐
次
施
行
・：
合
併
後
、
逐
次
（
順

次
）制
定
し
、
施
行
さ
せ
る
条

例
で
、
新
市
発
足
時
に
は
必

要
な
い
も
の
で
、
新
市
長
の

政
策
的
判
断
に
よ
る
も
の
。

長
門
市
・
三
隅
町
・
日
置

町
・
油
谷
町
合
併
協
議
会

の
廃
止
に
つ
い
て

長
門
市
・
三
隅
町
・
日
置
町
・
油

谷
町
合
併
協
議
会
は
、
3
月
2
2日

に
新
「
長
門
市
」
が
誕
生
す
る
こ

と
に
伴
い
そ
の
役
目
を
終
え
る
こ

と
か
ら
、
3
月
2
1日
を
も
っ
て
廃

止
す
る
こ
と
が
協
議
さ
れ
承
認
さ

れ
ま
し
た
。
な
お
、
協
議
会
の
収

支
は
、
廃
止
の
日
で
打
ち
切
り
、

新
市
に
引
き
継
が
れ
ま
す
。
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